
☑

右記児童の入園の審査に必要とな
りますので、枠内に記入をお願いし
ます。
（□については、該当する箇所に☑
をつけてください。）

なお、記載内容について、後日担
当職員から確認をさせていただく場
合がありますので、その際はご協力
くださるようお願いします。



　求職活動における認定の方法は、下記のとおりですので必ずご確認ください。

・「求職活動申立書」で認定を申請する。

・認定期間は入園日から90日を経過した日の属する

　月末まで。（例　4月1日入園→6月30日まで認定）

・認定期間終了日２週間前までに「求職活動再認定申立書」を

  五泉市役所こども家庭課保育係または園に提出。

　注）ハローワーク、新聞、インターネット等での求人情報の閲覧、知人への就職の紹介

　　　依頼、その他これに類する活動は、求職活動とは認めません。

・再認定の期間の始まりは、求職活動の場合は活動日、求人応募の場合は応募した

　日、採用合否通知がある場合はその通知日とします。認定期間は再認定期間の始まる

　日から90日を経過した日の属する月末までとします。

　注）「求職活動再認定申立書」と合わせて、求職活動の状況を証明する書類の写しを

　　　提出していただきます。書類がないと再認定できない場合がありますので、必ず

　　　保管しておいてください。

・「退園届」を認定期間終了日までに園に提出してください。

・退園後、求職活動による再入園が可能となるのは、退園日の翌日から3ヶ月を経過

　した日以降とします。入園希望日の2ヶ月前から申請手続きが可能です。

※翌年度の4月1日が再入園可能日となる場合も、入園希望日の2ヶ月前から申請

　　可能となります。4月1日から入園を希望する場合は2月1日以降に申請できます。

～　求職活動による認定申請をされた方へ　～

新規の認定申請手続き

認定期間までに
就職先が決まった場合

認定期間までに就職が

決まらなかった場合

再認定申立手続き

退園手続き

・園に就労証明書を提出

「求職活動再認定申立書」の

提出がない場合


